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※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などの問い合わせは、直接広告主へお願いします。
市広報みやざき4月号

避難情報と市民のとるべき行動が変わりました

　災害時に市が発表する避難に関する情報の名称が、2月
から次のように変更されました。災害時は、これらの情報を
市防災メール配信や市ホームページの掲載、テレビなどの
テロップにより対象地域を示して発信しますので、避難行
動などの目安にしてください。　

●電話番号 ●FAX番号☎ F
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国民年金保険料が決まりました

■対象　20歳から59歳までの第1号被保険者（自営業
者、学生など）

■料金　16,490円／月（平成29年度）
■付加年金の上乗せ　毎月の国民年金保険料に付加保
険料（月額400円）を上乗せして納めると、老齢基礎年
金に加算して受け取ることができます。ただし、国民年金
基金に加入中の人は、納めることができません。

家庭用電動生ごみ処理機購入費の補助

　一定の要件がありますので、購入前にお問い合わせくだ
さい。
■対象機種　4月以降に市内の販売店で購入した、生ごみ
を減量・堆肥化できる全自動の機種
■申請期間　4/3（月）～H30/3/15（木）
■補助額　本体購入金額の2分の1（上限30,000円）
■持参するもの　領収書（原本）、メーカー保証書（原本）、
通帳、印鑑　

環境業務課　●21-1762　●21-1686☎ F 国保年金課　●21-1753　●20-3562☎ F

市税は納期限内に納めましょう

■納付書で納める人　
・納付書を持参し、金融機関、郵便局、納税管理課（市役
所第三庁舎3階）、国保収納課（第二庁舎1階）、総合支
所、地域センターで納期限内に納めてください。
・バーコードがついている納付書はコンビニエンスストア
でも納めることができます。
■口座振替で納める人
・口座振替は納期限の日が振替日です。
・軽自動車税の振替日は5/22（月）です。

納税管理課　●21-1741　●21-1747
国保収納課　●21-1744　●42-8757

☎ F

☎ F
危機管理課　●21-1730　●25-2145☎ F

■社会福祉事業への寄付（敬称略）
【市社会福祉協議会】(株)湖月／内山禅
寺托鉢金
【地区社会福祉協議会】(株)マスジュウ・
リノ
■香典返し寄付（敬称略）
【市社会福祉協議会】濵田芳子／河野
博／桑水流良子／安藤京子／神崎一
彦／藤山早見／松山英美／長友さち子
／永吉憲一／石黒弘子／林スエ／山下

みほ子／川越光子／國嶋貴香／上杉
雅彦／郡司カズ子／江藤治／宮川敏子
／川野千鶴／熊谷和次／湯淺敏弘／
福田幾代／木下由美子
【地区社会福祉協議会】松山泰之／荒
瀬悟朗／福島洋子／植田信子／川越
季光／小八重正子／菊池之生／堀川
万里子／小川隆／河野正治／鈴木藤
利／長倉春義／大川栄子／小川博之
／近藤久子／安井惣四郎

愛のご寄付 温かい善意に感謝します。

　市では、ホームペー
ジのほか、テレビ(mrt
宮崎放送地上デジタル
6チャンネル)のデータ
放送(リモコンのdチャン
ネル)でも市政情報をご
案内しています。

ご活用ください

一ツ葉有料道路の時間限定割引を継続します

　4月以降も一ツ葉有料道路（南線）の通行料を割り引きま
す。事前に、割引通行券（10枚綴り）をご購入ください。　
■割引時間　7時～9時（平日限定）
■通行料金　普通車200円→100円、軽自動車など150
円→75円

■販売場所　イオンモール宮崎、コープみやざき、一部コン
ビニエンスストアなど。詳しくは、市ホームページで確認
できます。

市街地整備課　●21-1812　●20-8323☎ F

市指定ごみ袋を交付します

■対象　平成29年度の市・県民税が非課税で、次の①～
③のいずれかに該当する世帯。①H26/4/2以降に生ま
れた乳幼児がいる②在宅で特別障がい者手当、障がい
児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給している人がい
る③在宅で介護保険の要介護4または5の認定を受けて
いる人がいる
■申し込み　申請書を書いて、直接または郵送で環境業務
課（〒880-8505、住所不要、市役所第2庁舎4階）へ。

環境業務課　●21-1762　●21-1686☎ F

道路に穴ぼこを発見したら連絡を

　道路の穴ぼこは、転倒や事故を引き起こします。発見した
ら場所を特定し、道路維持課または総合支所建設課までご
連絡ください。
・道路の陥没、亀裂、冠水　
・道路側溝の蓋の破損など
・カーブミラーやガードレールの破損など

問 道路維持課　●21-1802　●21-1575☎ F

国民健康保険の医療費負担が軽減されます

■対象となる主なもの　①震災、火災などにあったとき②
干ばつや冷害などによる農作物の不作などにより収入
が著しく減少したとき③事業の休・廃止や失業などによ
り収入が著しく減少したとき
■要件　①世帯の収入が3割以上減少している②世帯の
収入が生活保護基準額の1.2倍以下である③預貯金の
世帯合計額が生活保護基準額の3倍以下である

■期間　申請月の初日から3か月（最大6か月）

問 国保年金課　●21-1745　●20-3562☎ F

問

特殊詐欺の電話に注意しましょう

生活安全課　●21-1755　●24-8117☎ F

　市役所・税務署などの公的機関や金融機関の職員が各
種税金などを還付するために、ATM（現金自動預払機）で
手続きするよう電話で指示することは絶対にありません。特
殊詐欺による被害を未然に防止するために、直接電話に出
ず、自宅の固定電話機の留守番電話機能を活用するなどし
て、電話をかけてくる相手に注意しましょう。 避難に関する情報 とるべき行動変更前 変更後

避難準備
情報

避難準備・ 
高齢者等
避難開始

避難に時間のかかる人や、その避難を
支援する人は、避難してください。それ
以外の人は、気象情報に注意し、危険
だと感じたら早めに避難してください。

避難勧告 避難勧告
※変更なし

速やかに避難所、避難場所に避
難してください。

避難指示 避難指示
（緊急）

直ちに安全な場所へ避難してくだ
さい。命を守るための最大限の行
動をとってください。

問

救急隊と消防隊が連携し救護活動を行います

　市では、傷病者の救出や救護処置を素早く確実に行うた
め、救急車に加えて消防車を出動させることがあります。消
防車が先に到着した場合は、消防隊員が応急処置を行い
ます。ご理解とご協力をお願いします。
■救急現場に消防車が出動する場合
①心肺停止または重篤な状態と判断される
②階段や通路が狭く、傷病者の搬送が難しい
③交通量の多い場所や危険な場所で活動する

消防局警防課　●32-4903　●27-8675
消防局指令課　●27-1118　●24-3453☎ F

☎ F

避難情報の対象とする避難行動は、次のすべての行動も
含みます。
■立ち退き避難
・指定緊急避難場所への移動
・親戚や友人宅などの安全な場所への移動
・近隣の高い建物などへの移動
■屋内安全確保
・丈夫な建物内の安全な場所での待避


